神奈川障害者職業能力開発校自動販売機設置及び運営事業者募集要項
　神奈川障害者職業能力開発校では、飲料用自動販売機（以下「自動販売機」という。）の設置及び運営を行う事業者（以下「事業者」という。）を次により募集します。
１　公募内容に関する事項
　(1) 物件

	物件
番号
	所　在　地
	設置場所
	使用許可面積
	位置図

	1
	相模原市南区桜台

１３－１
	①訓練棟Ａ２階　エレベータホール
	1.3㎡
	別紙１，２を参照

	
	
	③厚生棟１階　　食堂横
	1.3㎡
	別紙１，２を参照

	2
	
	②訓練棟Ａ２階　エレベータホール
	1.3㎡
	別紙１，２を参照

	
	
	④厚生棟１階　　食堂横
	1.3㎡
	別紙１，２を参照


※１　それぞれ設置は１台とし、同じ設置場所に設置者の異なる２台が併設することになります。
　　　設置者は、訓練棟Ａと厚生棟に各１台を設置することとなりますので、１台だけの設置希望の場合は、応募できません。

※２　自動販売機の機種によっては、商品の補充やメンテナンスのための扉の開閉等に支障が生じる場合もありますので、それらの支障がないか応募前に設置場所の確認をしてください。
　※３　使用許可面積には、使用済み容器回収ボックス（２個）の設置スペースを含みます。　
　　　

　(2) 規模
　　①　訓練定員数　150名

　　②　職　員　数　44名（令和７年12月現在）
　　③　休憩時間　12:00～13:00

　　④　休　業　日　土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から１月３日まで
　　⑤　訓練生の休業日（予定）
夏季休業日（８月６日から８月20日）

　　　　　　　　　　　冬季休業日（12月25日から１月７日）

　　　　　　　　　　　春季休業日（３月26日から３月31日）

　　　　　　　　　　　開校記念日（１日）

　　　　　　　　　　　入校選考日（５日間程度）
２　応募資格要件

(1) 地方自治法施行令（昭和22年政令第16号）第167条の４の規定に該当する者でないこと。

(2) 自動販売機の設置及び管理に関する業務を引き続き３年以上営んでいる者。
(3) 契約を締結する能力を有しない者、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者及び神奈川県暴力団排除条例（平成22年神奈川県条例第75号）第２条第２号から第５号に該当しない者及びこれらの者と密接な関係を有しない者。
(4) 法令等の規定により販売について許認可等を要する場合は、該当する許認可等を受けていること。

(5) この公募の企画提案書提出期限の直近２年間の国税、地方税、厚生年金保険、健康保険（全国健康保険協会が管掌するもの）及び労働保険料の未納のない者。　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

(6) 応募書類に虚偽の事実を記載していないと認められる者であること。　　

(7) 経営の状況又は信用度が極度に悪化していないと認められる者であること。

(8) 指名停止の措置を受けている期間中の者でないこと。
(9) 神奈川県内又は東京都町田市内に本店、支店又は営業所を有する者。
３　条件等
　(1)　使用許可の期間等

　　①　使用許可の期間

　　　　使用許可の期間は、令和８年４月１日から令和９年３月31日までとする。
ただし、神奈川障害者職業能力開発校が必要と判断した場合、１年を超えない範囲で使用を更新することができることとし、５年を限度とする。

　　②　使用料

　　　　物件ごとに設置事業者として決定された者が提示した応募価格（税抜）に消費税及び地方消費税を加算し得た額をもって年額使用料とする。
　　　　なお、使用料は、各年度ごとに厚生労働省の発する納入通知書により、厚生労働省が指定する期限までに当該年度分を全額納付すること。
　　③　その他必要経費等

　　　　自動販売機の設置及び撤去に要した工事費（電力使用量計測用子メーター設置費等含む。）、移転費等の一切の費用は事業者の負担とする。

　　　　また、自動販売機の運転に必要な光熱水費は電気使用料のみとし、全額を事業者の負担とする。
　　　　光熱水費に係る手続については、別途神奈川障害者職業能力開発校と設置者との間で協定書を締結することとし、電気使用料は、子メーターの指示値により計測した使用量に対し、協定書に定める算式により算出した額（税込）を、神奈川障害者職業能力開発校の発する納入通知書により、指定する期限までに納付すること。
　　④　設置方法等

　　　　自動販売機は、物件番号ごとの位置図に示した場所に、外形寸法が使用許可面積を超えないものを設置すること。また、日本工業規格自動販売機据付基準（JIS B 8562-1996）及び日本自動販売機工業会発行「自動販売機据付基準マニュアル」に従って、十分な転倒防止措置を講じるなど安全を確保すること。
　
(2)　使用上の制限

　　　 使用期間前及び使用期間中は、次のことを遵守すること。

　　①　使用許可の条件を遵守し、使用料等の費用を期限までに確実に納付すること。

　　②　使用期間中に２(4)に係る許認可等の取消しを受けていないこと。
　　③　使用許可を第三者に譲渡又は転貸してはならないこと。

　　④　販売品の搬入・廃棄物の搬出時間及び経路については、神奈川障害者職業能力開発校の指示に従うこと。

　　⑤　販売品目は、コーヒー、お茶、紅茶、果汁ジュース類、乳製品、ミネラルウォーター、スポーツ飲料等の缶又はペットボトルなど密閉式の容器入りの清涼飲料水等とし、酒類の販売は行わないこと。また、標準小売価格（定価）より２０円以上値引きすること。
　　⑥　同一場所に複数台併設のため、同一品目を避ける観点から、多様な商品選択が可能となるよう設置者間で品目等の調整をお願いすることがある。

　(3)　維持管理責任

　　　 次のことを遵守すること。

　　①　商品補充、金銭管理など自動販売機の維持管理については、事業者が行うこと。また、商品の賞味期限に注意するとともに、在庫・補充管理を適切に行うこと。

　　　　なお、自動販売機の所有、設置管理、故障時の対応、商品の補充及び売上代金の回収等を他者に行わせようとする場合は、自動販売機を設置しようとする日までに当該他者との間で委託契約、協定等を締結していなければならないこと。その場合にあっては、事業者として決定を受けた後、当該委託契約、協定等の書類の写しを神奈川障害者職業能力開発校に提出すること。
　　②　販売する飲料の容器（缶・ビン・ペットボトル等）の種類に応じた使用済容器の回収ボックスを自動販売機に併設して設置し、事業者の責任で適切に回収・リサイクル、周辺の清掃を行うこと。
　　③　設置者は、商品及び自動販売機が汚損又は毀損したときは、自らの負担により速やかに復旧すること。
　　④　商品等の盗難及び破損について、神奈川障害者職業能力開発校の責に帰することが明らかな場合を除き、神奈川障害者職業能力開発校はその責を負わない。
　　⑤　衛生管理及び感染症対策については、関係法令等の遵守・徹底を図るとともに、関係機関等への届出、検査等が必要な場合は遅滞なく手続等を行うこと。
　　⑥　自動販売機を設置するに当たっては、据付面を十分に確認したうえで安全設置すること。
⑦　自動販売機の故障、問合せ並びに苦情については事業者の責任において対応すること。また、自動販売機に故障時等の連絡先を明記すること。
⑧　設置者は、自動販売機の設置及び商品の補充時等、自動車を使用する場合は、できるだけ環境負荷の少ない車両を使用し、アイドリングストップの実施など環境に配慮した運転を心掛けること。

　(4)　原状回復

　　　 事業者は、許可期間が満了又は許可が取り消された場合は、速やかに原状回復すること。
　　　 なお、原状回復に際し、事業者は一切の補償を神奈川障害者職業能力開発校に請求することはできない。

（5） 自動販売機の機能等
　　　設置場所が環境に配慮すべき公共団体の施設内であることを踏まえ、次の各基準を満たし、環境負荷の低減した自動販売機を設置すること。
　 ①　ノンフロンの対応の機器であること。

　 ②　エコ・ベンダーであること。

　　　 夏場（７月１日から９月30日）の電力需要ピーク時（午後１時から午後４時）には冷却運転をストップさせる省エネ型であること。

　 ③　真空断熱材が採用されていること。

　 ④　減光の実施がされていること。

　　　 自動センサーで自然点滅するもの、またはインバーターによって減光し、消費電力量を少なくできるものであること。

　 ⑤　局部冷却システムの導入がされていること。
　　　 庫内全体を冷やすのではなく、売れていく商品だけを部分的に冷やすことで消費電力を減らす機能（ゾーンクーリング）があること。

　 ⑥　学習省エネ機能が搭載されていること。

　　　 自動販売機に内臓されたマイコンが、これまでの売れ行きデータなどを分析し、その結果に応じてゾーンクーリング等の省エネ機能を自動的に適切に動かせる仕組みがあること。

　 ⑦　商品購入時に過大な音や音声を発しないこと。

　 ⑧　千円紙幣が使用できること。

　 ⑨　コイン一括投入口、車いす利用者が無理なく押せる商品選択ボタンの位置、大型取出口、点字表示など、ユニバーサルデザイン機器とすること。

　 ⑩　事業者は、相模原市内において、震度５弱以上の地震又は大規模災害が発生し、県民が避難した場合等においては、施設管理者の状況判断により、自動販売機内の飲料を無償で提供すること。
　 ⑪　キャッシュレス決裁で商品の購入が可能であること
　(6)　売上状況等の報告
　　　 本件設置に係る自動販売機の売上状況について、第１四半期から第３四半期までの各月の報告を１月末日までに報告するとともに、毎年４月末日までに前年度の各月の売上数量及び売上金額を神奈川障害者職業能力開発校あてに報告すること。

　　　 ただし、神奈川障害者職業能力開発校から求めがあった場合には、年度途中であっても各月の売上数量及び売上金額を報告すること。

４　応募申込手続
(1) 申込方法

・電子メール又は持参、郵送

申込受付期限：令和８年２月17日（火）午後５時まで（必着）
提出先：〒252－0315
　　　　　相模原市南区桜台１３－１
　　　　　神奈川障害者職業能力開発校　管理課
メールアドレス：fm1460.nnn@pref.kanagawa.lg.jp
　　　　　電　話：０４２－７４４－１２４３
　　　　　　ファクシミリ：０４２－７４０－１４９７
　(2)　必要な書類（各１部）

　　①　企画提案書（様式１）
　　②　誓約書

　　③　２(4)に係る許認可等の証明書の写し
　
　(3)　質問書及び回答

　　　 ・受付期間　　令和８年２月９日（月）午後５時まで（必着）

　　 　・提出方法　　質問書（様式２）を上記４(1)の提出先に電子メール又は持参、郵送の送付とします。

なお、ファクシミリで送付する場合は、質問書を送付することをあらかじめ電話連絡してください。

　　　 ・質問への回答

　　　　　 随時、質問者に対し電子メールなどで個別に回答するとともに、神奈川障害者職業能力開発校のホームページに質問及び回答を掲示します。
　　　　　 なお、電話による質問の有無及び回答についての照会には応じられませんので、ご了承下さい。

　(4)　その他

　　　 電話、ファックスによる申込受付は行いません。
５　事業者の決定

　(1)　提出された応募書類の審査を行い、必要な資格を満たしている者を事業者の選定対象とします。

　(2)　公募物件ごとに、神奈川県が設定する使用料以上の額で応募申込みを行った者で、提出された企画提案書の内容等を、神奈川障害者職業能力開発校が次の選定基準に基づき総合的に審査を行い、事業者を決定します。
なお、最高価格の応募等が２者以上ある場合は、当該応募者立会い等のもと、くじにより選定します。
ア　設置、管理業務等の実績及び商品群について（２５点）

イ　メンテナンス及びアフターケアについて（２０点）

ウ　環境衛生面への取組について（１５点）

エ　障害者への配慮について（２０点）

オ　応募者による提案について（２０点）
　(3)　事業者の公表等
　　　 事業者の決定は、令和８年２月２０日（金）の予定です。事業者の決定後、応募者に応募物件ごとの決定金額及び決定した事業者名を通知するとともに、神奈川県ホームページに決定金額及び事業者の法人・個人の氏名（法人の場合は法人名）を掲載します。

６　使用許可申請の手続
　　事業者に決定された者は、令和８年２月２７日(金)までに、次の行政財産使用許可申請書等を提出すること。
　《行政財産使用許可申請提出書類》　※提出部数は各１通
1 国有財産使用許可申請書
　　② 設置場所の図面

　　③ 設置する自動販売機のカタログ（寸法、消費電力のわかるもの）

　　④ 証明書類（発行日から３か月以内のもの）

　　　　<法人の場合>･･･法人登記簿謄本（履歴事項全部証明書）、印鑑証明書、委任状
　　　　<個人の場合>･･･印鑑証明書（区市役所（町村役場）発行のもの）
　　⑤ 自動販売機の管理関係証明書
　　⑥ 自動販売機の設置管理・商品補充等を行う者が事業者（応募者）と異なる場合は、当該業務に関して両者間で締結された委託契約書又は協定書等の写し

　　⑦ 自動販売機設置日時等連絡票（任意様式）

７　使用許可の取消し
　　次のいずれかに該当する場合は、使用許可を取り消すこと。
　　①　正当な理由なくして、指定する期日までに使用許可の手続に応じなかった場合

　　②　事業者が応募者の資格を失った場合

８　その他

　　使用許可の手続に関する一切の費用については、事業者の負担とする。

　　募集に関する問合せ先
　　  　　　神奈川障害者職業能力開発校　管理課　髙橋
　　　　　　メールアドレス：fm1460.nnn@pref.kanagawa.lg.jp
　　　　　　電話：042-744-1243    
　　　　　

	自動販売機の管理関係証明書


令和　　年　　月　　日

神　奈　川　県　知　事　殿
住　　所（所在地）（〒　　　　－　　　　　）

商号又は名称
及び代表者氏名　　　　　　　　　　　　　　　　　　㊞

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
（事務担当者）

所属部署

氏　　名

電　　話

神奈川障害者職業能力開発校に設置する自動販売機に係る個別業務の実施企業名は、下表のとおりであることを証明します。
	物件番号
	
	設置場所　　訓練棟Ａ２階　・　厚生棟１階


【個別業務の実施企業名】

	業務区分
	企業名／担当所属
	連絡先（電話番号）

	自販機の所有権者
	
	

	設置管理責任
	
	

	故障時の対応
（つり銭の過誤等を含む。）
	
	

	商 品 の 補 充
	
	

	売上代金の回収
	
	

	その他
（　　　　　　　　　　　　　　）
	
	

	その他

（　　　　　　　　　　　　　　）
	
	


· 個別業務の実施者（企業名）が、事業者（応募者）と異なる場合は、委託契約書・協定書等の書類の

写しを提出してください。
· 本書は、事業者の決定を受けた後に提出してください。
誓 約 書

□　私

□ 当社

は、下記１に該当せず、将来においても該当しないことを誓約します。また、使用許可を受けた国有財産の使用に当たっては、下記２に掲げる使用等を行わないとともに、暴力団員等による不当介入を受けた場合には、下記３の措置を行うことを誓約します。また、当方が下記１に該当しないことを確認するため、当方の個人情報について、県が警察当局へ情報提供することに同意します。

この誓約が虚偽であり、又はこの誓約に反したことにより、当方が不利益を被ることとなっても、異議は一切申し立てません。

記

１ 契約の相手方として不適当な者

(1)　法人等（個人、法人又は団体をいう。）の役員等（個人である場合はその者、法人である場合は役員又

は支店若しくは営業所の代表者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している

者をいう。以下同じ。）が、暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７

７号）第２条第２号に規定する暴力団をいう。以下同じ。）又は暴力団員（同法第２条第６号に規定する暴

力団員をいう。以下同じ。）であるとき

(2)　役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的、又は第三者に損害を加える目的をもっ

て、暴力団又は暴力団員を利用するなどしているとき

(3)　役員等が、暴力団又は暴力団員に対して、資金等を供給し、又は便宜を供与するなど直接的あるいは積

極的に暴力団の維持、運営に協力し、若しくは関与しているとき

(4)　役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用するなどしているとき

(5)　役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有しているとき

なお、役員等に変更があった場合は、速やかに別紙様式により変更後の役員名簿を提出します。

２ 公序良俗に反する使用等

暴力団若しくは法律の規定に基づき公の秩序を害するおそれのある団体等であることが指定されている

者の事務所又はその他これに類するものの用に供し、また、これらの用に供されることを知りながら、貸

付物件（使用許可物件）を第三者に転貸し又は賃借権を譲渡すること。

３ 警察への通報等

(1)　貸付物件（使用許可物件）を使用するに当たって、暴力団又は暴力団員、社会運動標ぼうゴロ（※１）、

政治活動標ぼうゴロ（※２）、その他暴力団関係者から、不当要求又は業務妨害を受けた場合は、断固と

してこれを拒否するとともに、速やかに警察に通報し、捜査上必要な協力を行うこと。

(2)　(1)による警察への通報及び捜査上必要な協力を行った場合には、速やかにその内容を記載した書面に

より、許可者に報告すること。

※１ 社会運動を仮装し又は標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、

市民生活の安全に脅威を与える者

※２ 政治活動を仮装し又は標ぼうして、不正な利益を求めて暴力的不法行為等を行うおそれがあり、

市民生活の安全に脅威を与える者

神奈川県知事 殿

年　 月　 日

住所又は所在地

商号又は名称
及び代表者氏名　　　　　　　　　　　　㊞

別紙様式
年　月　日
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